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要旨：普天間飛行場周辺の 4 測定局における 2017 年度の航空機低周波音測定結果について，機種別に 4 つ（固定翼機，

AH1 等，MV22 および CH53）に区分し，1-80 Hz における 1/3 オクターブバンド中心周波数分析を行った．固定翼機では

卓越した周波数はみられず，AH1 等（AH-1Z および UH-1Y）および MV22 では 20 Hz と 40 Hz に，CH53 では 20-25 Hz

と 50 Hz に卓越周波数がみられた．基本周波数は AH1 等および MV22 が 20 Hz，CH53 が 25 Hz であり，その整数倍ごと

に倍音構造が存在することが示唆された．沖縄防衛局が示した物的および心理的影響の評価基準と比較した結果，固定翼

機では 5-6.3 Hz 付近で物的影響基準値の超過率（基準値超過回数 / 騒音発生回数 × 100）が高く，AH1 等，MV22 およ

び CH53 では同基準が設定されている全周波数で超過がみられ，卓越周波数付近の 16-25 Hz で特に超過率が高くなって

いた．心理的影響基準値は，固定翼機では 31.5-80 Hz で超過がみられ，LAE（単発騒音暴露レベル）が 100 dB 以上で超過

率が高くなっていた．AH1 等，MV22 および CH53 では卓越周波数付近で超過率が高いが，20-80 Hz の広い範囲の周波数

でも高い超過率がみられた．物的および心理的影響基準値の超過回数や超過率により推測される影響の大きさや LAE と

LGmax（G 特性音圧レベルの最大値）の関係などから，機種別の低周波音による影響の大きさは概ね，固定翼機 ＜ AH1

等 ＜ CH53 ≦ MV22 であることが示唆された． 
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Ⅰ はじめに 

 低周波音とは，人間の耳では聞き取りにくい 100 Hz 以

下の音波と定義されており，その中でも 20 Hz 以下は超

低周波音と呼ばれ，人間の耳ではほとんど聞き取れない．

低周波音は室外機などの固定発生源のほか，自動車や航

空機などの移動発生源からも発生し，音は聞こえにくい

（または聞こえない）が，建具のがたつきや不快感・圧

迫感などを感じるなど，物的影響や心理的影響がある． 

 沖縄県では航空機から発生する低周波音の現状把握と

基礎データの集積を目的とし，主にヘリコプター等が配

備されている普天間飛行場周辺地域における目視調査を

実施してきた．しかし，目視調査では時間的および人的

負担が大きいことから調査日数が少なくデータ量に乏し

い状況にあった．そのため，沖縄県環境部環境保全課で

は 2016 年度に低周波音自動測定器を導入し，常時監視測

定を開始した．同測定器は，既存の航空機騒音自動測定

器に追加する形で導入され，普天間飛行場周辺の 4 測定

局（野嵩局，上大謝名局，新城局および宜野湾局（図 1））

に設置されている．野嵩局は滑走路の北側延長直下に位

置するが，滑走路からやや距離がある．上大謝名局は滑

走路の南側延長直下に位置し，離着陸する航空機が真上

を通過する．新城局は滑走路の延長直下ではないが，北

側から離陸した航空機が旋回し真上を通過する場合があ

る．宜野湾局は滑走路の東側に位置し，ヘリコプターが

真上付近を飛行する場合がある．2016 年度の航空機騒音

測定結果では，普天間飛行場周辺において，上大謝名局 

 

 

 

図 1．普天間飛行場周辺における低周波音測定局 

*
 現沖縄県環境部環境保全課 
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で環境基準（Lden）を超過し，1 日あたりの騒音発生回数

は上大謝名局および宜野湾局で最多（30 回/日）であった

1)．今回，これら 4 測定局における低周波音の測定結果に

ついて報告する． 

 

Ⅱ 方法 

普天間飛行場周辺の 4 測定局（野嵩局，上大謝名局，

新城局および宜野湾局（図 1））における測定結果を用

いた．  

低周波音自動測定システム（日本音響エンジニアリン

グ(株)製）は，低周波音圧レベル測定装置（日本音響エン

ジニアリング(株)製 DL-100/LE），低周波音圧レベル計

（(株)アコー製 TYPE6238L），低周波音用全天候防風ス

クリーン（(株)アコー製 NA-0380 改），低周波音用実音

収録機器（(株)タートル工業製 TUSB-0216ADMZ）およ

びセキュリティカメラ（SONY(株)製 SNC-EB630）等を

用いた映像収録システムなどで構成されており，既存の

航空機騒音自動測定システムの航空機識別装置による航

空機からの騒音および低周波音の識別が可能であるとと

もに収録された実音や映像を用いた手動での機種ごとの

識別が可能である．機種別の低周波音特性をみるため，

LAE（単発騒音暴露レベル）が 80 dB 以上であり，単機

で飛行し，かつ，他の騒音や低周波音が含まれていない

低周波音（実音や映像にて手動選別）について，機種ご

とに 4 つに区分（①UC-12W，UC-35D および外来固定

翼機（以下，「固定翼機」とする），②AH-1Z および UH-1Y

（以下，「AH1 等」とする），③MV-22B（以下，「MV22」

とする），④CH-53E（以下，「CH53」とする））した．

普天間飛行場には固定翼機 2 機種（UC-12W および

UC-35D）および回転翼機 4 機種（AH-1Z ヴァイパー，

UH-1Y ヴェノム，MV-22B オスプレイおよび CH-53E

スーパースタリオン）の 6 機種が常駐 2）しているが，戦

闘機（F-15 や F-18 など）や空中給油機（KC-130 や

KC-135 など），ヘリコプターなどの外来機が飛来するこ

とも多い．映像等で判別し，回転翼機については機種ご

とに上記区分に分類し，固定翼機については機種ごとの

分類はせず，全てを固定翼機とした．なお，夜間など，

映像が不鮮明で機種が特定できなかったものは除いた．

これら機種ごとに周波数 1-80 Hz において 1/3 オクター

ブバンド中心周波数分析を行った． 

低周波音は環境基準や指針値等が設定されていないた

め，沖縄防衛局が『普天間代替施設建設事業に係る環境

影響評価書』において環境保全のための目標値 3)として

設定した物的影響の評価基準および心理的影響の評価基

準（以下，「物的影響基準値」および「心理的影響基準

値」とする（表 1））との比較を行った． 

 

表 1．物的および心理的影響基準値 

 

 

Ⅲ 結果および考察 

 LAEが 80 dB 以上であり，単機で飛行し，かつ他の騒音

や低周波音が含まれていない機種毎の騒音発生回数はそ

れぞれ，固定翼機では 448回，AH1等では 1,424回， MV22

では 880 回，そして CH53 では 1,097 回計測された．これ

ら全ての騒音データについて，機種ごとに 1-80 Hz の低

周波音における 1/3 オクターブバンド中心周波数分析を

行った（図 2）．固定翼機では 12.5-16 Hz 付近を谷とし

たグラフとなり，卓越した周波数はみられなかった．AH1

等およびMV22では20 Hzと40 Hzに，CH53では20-25 Hz

と 50 Hz に卓越周波数がみられた．ヘリコプターのロー

ターなどから発生する低周波音領域における基本周波数

は，回転数を N，ローターの枚数を Z とすると，基本周

波数 f は『ｆ = NZ / 60』として表される 4)．MV22 につ

いては，ローターの回転数 397 rpm5)とローターの枚数 3

枚により基本周波数約 20 Hz が算出され，また FFT 分析

により基本周波数 20.5 Hz とその整数倍ごとに倍音構造

が存在し，それが卓越周波数 20 Hz と 40 Hz と一致した

ことから，MV22 の基本周波数が約 20 Hz であることが

田崎ら 6) により報告されている．今回の測定結果でも，

MV22 については，同様の測定結果を示していることか

ら，MV22 の基本周波数は約 20 Hz であり，倍音構造が

存在すると考えられる．基本周波数と倍音構造が卓越周

波数として現れると仮定すると，AH1 等の基本周波数は

約 20 Hz，CH53 の基本周波数は約 25 Hz となり，その整

数倍の倍音構造をそれぞれ持つと推測される．また，ロ

ーターの回転数は不明だが，AH1 等のローター数が 4 枚，

CH53 のローター数が 7 枚であることから，AH1 等の基

本周波数が MV22 とほぼ同程度であり，CH53 の基本周

波数は MV22 よりやや高い値となっても妥当であると考

えられる． 

機種別における周波数毎の物的影響基準値との比較で

は，固定翼機では周波数 5-31.5 Hz の低い部分で基準値超

過がみられ，AH1 等，MV22 および CH53 では，同基準

値が設定されている全ての周波数（5-50 Hz）において超
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過がみられ，特に卓越周波数である 20 Hz または 25 Hz

において多く超過がみられた．また，心理的影響基準値

との比較では，固定翼機では比較的少ないが，周波数

31.5-80 Hz で超過がみられた．AH1 等や MV22，CH53 で

は，周波数 16-80 Hz で超過がみられ，特に卓越周波数や

40-80 Hz の周波数で多く超過していた．これらのことか

ら，AH1 等，MV22 および CH53 は固定翼機に比べ物的

および心理的影響が大きいことが示唆された． 

物的影響基準値の超過率等を機種や周波数別に比較す

るため，LAE を 5dB ごとに区分し，両基準値に対する超

過回数および超過率（基準値超過回数 / 騒音発生回数 

× 100）を求め，表 2 に示した．機種ごとの騒音発生回

数は全機種において LAE の値が 90-95dB の範囲で最多で

あったが，固定翼機では 85-95dB で約 80％を占め，AH1

等では90-95dB，MV22では85-100dB，CH53では90-100dB

で多く発生していた． 

物的影響基準値の超過回数および超過率は，固定翼機

では 5-6.3 Hz に超過回数が比較的多く超過率も高くなっ

ていた．AH1 等，MV22 および CH53 では 16-25 Hz の卓

越周波数付近で超過回数が多く超過率も高いが，AH1 等

では 5 Hz に，MV22 では 40 Hz にも高い傾向がみられ，

固定翼機よりも影響が大きいことが示唆された．MV22

および CH53 は AH1 等に比べ，LAEの値が高い部分で超

過回数が多く超過率が高い傾向にあり，特に MV22 は LAE

が100 dB以上でも超過回数が多く超過率が高いことから，

機種別の物的影響の大きさは，固定翼機 ＜ AH1 等 ＜ 

CH53 ≦ MV22 の順になると考えられる． 

物的影響基準値と同様，機種や周波数別の心理的影響

基準値超過回数と超過率を表 3 に示した．固定翼機では

比較的超過回数は少ないが，周波数 40-80 Hz において超

過回数が多く，LAEが 100 dB 以上になると超過率が高く

なっていた．AH1 等では卓越周波数付近の 20 Hz および

40-63 Hz に超過回数が多く超過率が高くなっていた．

MV22 および CH53 でも同様であるが，80 Hz にも高い傾

向がみられた．AH1 等，MV22 および CH53 では比較的

低い LAE の値（80-90 dB）でも超過率が高い部分があり，

広い範囲の周波数（20-80 Hz）で高い超過率がみられた． 

LAE の値における超過回数および超過率の比較により，機

種別の心理的影響の大きさは，物的影響と同様，固定翼

機 ＜ AH1 等 ＜ CH53 ≦ MV22 の順と考えられる． 

最後に，機種別の騒音レベルに対する低周波音レベル

を比較するため，機種ごとの LAE と LGmax（G 特性音圧レ

ベルの最大値）の関係を図 3 に示す．全機種において LAE

が 90-95 dB に集中していた．LAE 90 dB に対する LGmax の 

 

 

 

図 2．(1)固定翼機，(2)AH1 等，(3)MV22 および(4)CH53

の 1/3 オクターブバンド中心周波数分析結果．横軸は

1/3 オクターブバンド中心周波数を示し，O.A.は 1～80 

Hz における各周波数帯域の合成値を示す． 

  

値を比較すると，概ね，固定翼機 ＜ AH1 等 ＜ CH53

＜ MV22 となっており，物的および心理的影響の大き
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さと一致した．また，回転翼機における機種ごとの自重

および総重量（または離陸最大重量）7)は，AH1 等が不

明および約 8,400 kg，MV22 が約 15,000 kg および約

27,400 kg，CH53 が約 15,000 kg および約 31,600 kg であ

り， AH1 等 ＜ MV22 ≦ CH53 の順であった．固定翼

機は重量が全く異なる大型外来機も含まれるため除い

た．回転翼機における機体重量順は，物的および心理的

影響の大きさ順や LAE に対する LGmaxの値の大きさ順と

概ね一致しており，低周波音による影響と機体の重量に

はある程度の比例関係が存在することが示唆された． 

 

Ⅳ まとめ 

 機種ごとの低周波音レベルの 1-80 Hzにおける 1/3オク

ターブバンド中心周波数分析の結果，固定翼機では卓越

周波数はみられず，AH1 等および MV22 では 20 Hz およ

び 40 Hz に，CH53 では 20-25 Hz および 50 Hz に卓越周 

 

図 3．機種別の LAEおよび LGmaxの関係． 

  

波数がみられた．その卓越周波数により，基本周波数は

AH1 等および MV22 では約 20 Hz，CH53 では約 25 Hz で

あり，その整数倍ごとに倍音構造が存在することが示唆 

 

表 2．機種別における周波数ごとの物的影響基準値超過回数と超過率（基準値超過回数 / 騒音発生回数 × 100）．網掛

けは基準値超過回数が多いほど，また基準値超過率が高くなるほど濃い．  
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表 3．機種別における周波数ごとの心理的影響基準超過値回数と超過率．網掛けは表 2と同様． 

 

 

された． 

物的影響基準値との比較では，固定翼機では周波数

5-6.3 Hz に超過がみられた．AH1 等，MV22 および CH53

では同基準が設定されている全周波数（5-50 Hz）で超過

がみられ，特に卓越周波数付近で超過回数が多く超過率

も高くなっていた． 

心理的影響基準値との比較では，固定翼機では周波数

31.5-80 Hz で超過がみられ，LAE が 100 dB 以上で超過率

が高くなっていた．AH1 等，MV22 および CH53 では卓

越周波数付近で超過回数が多く超過率も高いが，広い範

囲の周波数（20-80 Hz）で高い超過率がみられた． 

 機種ごとの LAE と LGmax の関係では，同レベルの LAE

に対する LGmaxの大きさは固定翼機 ＜ AH1等 ＜ CH53 

＜ MV22 の順となり，物的および心理的影響基準値の超

過回数や超過率により推測される機種別の影響の大きさ

順と一致した．また，回転翼機における機体の重量順と

も概ね一致し， 低周波音による影響と機体重量にはある

程度の比例関係が存在することが示唆された． 
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